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（提案基準第１７号） 

特定流通業務施設に係る開発又は建築に関する基準 

 

この基準は、四車線以上の国道、県道、市道の沿道又は高速自動車国道等のインターチェ

ンジ周辺であって、現在及び将来の土地利用上支障がないと認めてあらかじめ市長が指定し

た区域（以下、「指定区域」という。）における特定流通業務施設に係る開発又は建築を、

次の要件のすべてに該当すれば、やむを得ないものとして容認するものである。 

 

１ 申請に係る特定流通業務施設とは、次のいずれかに該当するものであること。 

物資の流通の効率化に関する法律（平成１７年法律第８５号）第７条第２項に規定する認

定総合効率化計画に記載された同法第４条第３号に規定する特定流通業務施設に該当する

ものであって、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第２条第２項に規定する

一般貨物自動車運送事業のうち同法第２条第６項に規定する特別積合わせ貨物運送に該当

しないものの用に供される施設又は、倉庫業法（昭和３１年法律第１２１号）第２条第２

項に規定する倉庫業の用に供する同法第２条第１項に規定する倉庫 

 

２ 特定流通業務施設の立地にあたっては、次のいずれかに該当するものであること。 

 (1) 当該施設の立地にあたって、市街化区域内に工業系の用途地域がないか、あっても 

  同地域内に適地がないと認められる場合 

 (2) 当該施設を市街化区域に立地した場合、周辺地域において交通の安全に支障を来し 

  若しくは交通機能を阻害し又は居住環境を悪化させると認められる場合 

 

３ 申請地は、次のいずれかに位置するものであること。 

(1) 四車線以上の国道、県道、市道の沿道における立地にあっては、これらの道路に接し

ていること。 

ただし、地形上の理由等によりやむを得ない場合はこの限りでない。 

(2) 高速自動車国道等のインターチェンジ周辺における立地にあっては、原則として９メ

ートル以上の道路に接続していること。 

ただし、開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められ、車両の通行に

支障がない場合はこの限りでない。 

 

４ 申請内容にあっては、開発区域周辺の環境を害さないように緩衝帯等が適切に配置され

ていること。 

 

５ 開発又は建築の完了予定期日は、許可の日から起算して３年以内であること。 

 

（平成６年３月３１日から施行） 

 （平成１４年１１月２７日一部改正） 

 

東広島市広島県開発審査会提案基準 

 （平成１８年４月１日から施行） 

 （平成１８年９月１３日一部改正） 

 （平成２４年７月１３日一部改正） 

 （令和８年３月２６日一部改正） 
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特定流通業務施設に係る開発又は建築に関する基準における指定区域 
 

１ 四車線以上の国道、県道、市道の沿道に係る区間 

  該当なし 

 

２ 高速自動車国道等のインターチェンジ周辺に係る区域 

  市内全ての高速自動車国道等のインターチェンジ周辺に係る区域で、インターチェン

ジのアクセス道路と国道、県道又は市道のいずれかの交差点から半径１.５キロメートル

の圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


